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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　側壁、頭頂部、端壁および気体もしくは液体燃料の少なくとも１つの注入器と組み合わ
された少なくとも１つの空気注入器を含む炉中で、粉末のバッチ材料からガラスを調製す
る方法であって、該空気注入器および該気体もしくは液体燃料の注入器の少なくとも１つ
が側壁中、頭頂部中または端壁中に配置され、該方法が空気および気体もしくは液体燃料
を該空気注入器または該気体もしくは液体燃料の注入器を通して注入するステップを含み
、そのように発生される火炎が、粉末のバッチ材料がガラス浴を覆う帯域の直ぐ近くにの
み発生され、該空気が、酸素富化されていない、方法。
【請求項２】
　炉が、酸化剤が空気である少なくとも１つのオーバーヘッドバーナーおよび、少なくと
も１つの蓄熱器もしくは復熱器を含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　空気の注入および、気体もしくは液体燃料の注入が、燃料用の円筒形の少なくとも１つ
の内部導管および内部導管と同心である空気用の外部導管を含むバーナーを通して行われ
ることを特徴とする請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　前記気体もしくは液体燃料が、天然ガスまたは燃料オイルであることを特徴とする請求
項３記載の方法。
【請求項５】
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　気体燃料が、２つの同心の内部導管を通して、２つの異なる圧力で注入されることを特
徴とする請求項３または４記載の方法。
【請求項６】
　燃料および空気が、炉中の異なる場所から注入されることを特徴とする請求項１または
２記載の方法。
【請求項７】
　注入器の組み合わせの比推力が２Ｎ／ＭＷから４Ｎ／ＭＷの範囲にあることを特徴とす
る請求項１から６のいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　注入器の組み合わせの比推力が、２．６Ｎ／ＭＷから３．２Ｎ／ＭＷの範囲にあること
を特徴とする請求項１から６のいずれか１項記載の方法。
【請求項９】
　注入器から出る燃料および空気の流れが層流でないことを特徴とする請求項１から８の
いずれか１項記載の方法。
【請求項１０】
　酸化剤として用いられる空気が、炉に入る前に、５００℃以上の温度に予熱されている
ことを特徴とする請求項１から９のいずれか１項記載の方法。
【請求項１１】
　レドックスが０．３を超えるガラスを製造するために、燃料に対して不足当量の条件の
下で、空気を導入することを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項記載の方法。
【請求項１２】
　ガラスの化学組成が、３質量％を超えた酸化ホウ素および／または１２質量％を超えた
アルカリ金属酸化物を含むことを特徴とする請求項１から１１のいずれか１項記載の方法
。
【請求項１３】
　ガラスの化学組成が、４質量％を超えた酸化ホウ素および／または１５質量％を超えた
アルカリ金属酸化物を含むことを特徴とする請求項１から１１のいずれか１項記載の方法
。
【請求項１４】
　製造されるガラスが２質量％未満のアルカリ金属酸化物を含むことを特徴とする請求項
１から１１のいずれか１項記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はガラスの調製方法に関する。本発明は、特に少なくとも１つの火炎がブランケ
ットに接触する調製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガラスの調製には、ガラスの種類にもよるが、しばしば約１４００℃から１７００℃の
高温を要する。従って、大量のエネルギーが、バッチ材料を溶融するために必要なだけで
なく、バッチ材料間の化学反応、特にシリカ（たいていの工業用ガラスの主成分であり、
そしてそれらの中で溶融点が最も高い）を溶解するための反応を促進するためにも必要で
ある。高温はまた、溶融したガラス浴から気体含有物を取り除くためにも必要であり、こ
のステップは「精製」として知られている。
【０００３】
　これらの気体含有物にはいくつかの由来がある。それらは主には粉末の材料の粒の間に
捕捉された空気に由来しており、またガラスの溶融ステップにおいて起こるある種の化学
反応に起因する脱気に由来している。従って、炭酸塩を基にするバッチ材料（例えば、炭
酸ナトリウム、石灰石またはドロマイトなど）は大量の二酸化炭素を気体の形態で放出す
る。気体含有物はまた、ある種の気体のある種の条件下での脱可溶化反応（desolubilisa
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tion）に由来するかもしれないし、または溶融したガラスと炉（耐火物セラミックスおよ
び／または金属）中に存在するある種の物質との化学的もしくは電気化学的な反応に由来
する可能性もある。気体含有物は溶融ガラスの塊の中に捕捉されており、その直径の２乗
に比例した速度でその中から逃げ出すことができる。従って、小さい気泡は（しばしば「
種」として知られている）、極めて低速でしか逃げ出すことができない。気泡の上昇の速
度は、更にガラスの粘度によって減速され、また気泡を炉の床面に向かって取り込みうる
対流運動によって減速される可能性がある。温度が上がれば粘度は低下するので、従って
、気体含有物のないガラスを得るには高温が必要である。
【０００４】
　ガラス製造用の炉では、エネルギーは通常はバーナーによってガラスに供給されるか、
および／またはガラス中に沈められた電極によって供給される。
【０００５】
　大抵の工業用の炉においては、特に平板ガラス、ビンまたは繊維の製造においては、バ
ーナーは炉の胸壁または端壁に設置されて、火炎をガラス浴の表面に平行に作り出すよう
にする。これは、火炎がガラス浴の表面に接触するようにならないので、特に「オーバー
ヘッド」バーナーと呼ばれる。この火炎はガラス浴を輻射によって、部分的には直接、ま
たバーナーの上部に位置する頭頂部の存在により、頭頂部が熱の輻射を反射して、間接的
に加熱する。
【０００６】
　平板ガラス用の溶融炉にしばしば用いられる「クロスファイアー」として知られる配置
に従って、これらのオーバーヘッドバーナーが側壁または胸壁上に置かれ、そして火炎が
溶融ガラスの流動方向と交差して広がる。次いで、バッチ材料の供給が通常は炉の端壁を
通して行われる。
【０００７】
　包装分野（ビン、ポット、フラスコなど）において、よりしばしば用いられ、そして「
馬蹄形燃焼」（horseshoe-fired）として知られる他の配置によれば、大きな火炎が炉の
端壁から、溶融ガラスの流動方向へ広がる。
【０００８】
　用いられる酸化剤の性質に応じて２つの大きなバーナー群が用いられる。空気が酸化剤
として用いられる場合には、復熱の技術が、大量の反応しない、従って不必要な窒素を加
熱することに因るエネルギー損失を制限することを可能とする。最も日常的な技術によれ
ば、燃焼反応によって発生した熱のいくらかは、耐火材料の多層構造で形成された復熱器
または蓄熱器に貯蔵され、この熱は次いで燃焼のために用いられる空気を予熱するのに再
利用される。
【０００９】
　酸素もまた酸化剤として用いることができ、これはこのような蓄熱器の建設を要しない
。
【００１０】
　ガラスが溶融し難い場合や、または生産高の増大が要求される場合には、通常「ブース
ティング」が用いられる。例えば、赤外線を吸収するガラスの場合は、過剰なエネルギー
を供給するために電極を炉の床面上で用いることができ、そしてそのようにして溶融を促
進する。ガラス浴による赤外線の吸収は、実際に赤外線が床面に最も近接した層に浸透す
ることを妨げる。
【００１１】
　他の溶融またはブースティング技術が概説されていて、それはガラス浴またはブランケ
ットと直接接触する酸素バーナー火炎を発生させることからなっている。「ブランケット
」は、溶融ガラスの浴が、未だ溶融していない粉末のバッチ材料によって覆われた帯域と
して知られている。この帯域はバッチ材料を炉中へと導入するのに用いられる原料投入口
の近くに位置している。粉末のバッチ材料はまた「カレット」を含んでおり、これはすな
わち粉砕された再利用ガラスである。
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【００１２】
　出願ＷＯ８２／０４２４６は、ガラス浴がバッチ材料によって覆われていない箇所にお
いて、酸素バーナーの火炎がガラス浴に向けられたプロセスを記載している。出願ＥＰ５
４６２３８は、酸素バーナーによって発生された火炎が、露出したガラス浴とブランケッ
トの間の接合部分で溶融ガラスと接触しているプロセスを記載している。一方、出願ＥＰ
１０７７９０１では、酸素火炎がブランケットに近接して形成されており、その酸素火炎
が頭頂部に位置したバーナーに由来しており、そしてガラス浴の表面に垂直に形成されて
いる。酸素火炎は、その断熱温度が非常に高いので、従って、輻射による、また対流によ
るの両方によるガラス浴またはブランケットへのエネルギーの移動を可能にし、その結果
、生産量、すなわち、単位時間当たりに生産されるガラスの量を増大させる。
【００１３】
　しかしながら、これらの方法は、特にガラスの品質の観点から欠点が存在しないわけで
はない。
【００１４】
　この形式の方法は、アルカリ金属酸化物（ナトリウム、カリウムまたはリチウム酸化物
）および／または酸化ホウ素などの揮発性成分の豊富なガラスの場合には、大量のフライ
オフ（fly-off）材料が生産されるので、用いることができない。これはそれらの成分が
大量に減少していることを意味する。これらのフライオフ材料はガラスの品質や環境に対
して有害であり（従って、特に高価な汚染制御システムへの投資を要求する）、そしてガ
ラス組成の安定性や、従ってその物理化学的な特性に対して有害である。
【００１５】
　同様に、アルカリ金属酸化物が少ないガラスにおいては、過度の再沸騰に因り、精製の
問題に遭遇する。
【００１６】
　最後に、頭頂部におけるバーナーの位置は、頭頂部の脆化の問題を生起する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明の目的の１つは、精製品質を損なうことなく、生産量を増大させながらガラスの
溶融を改善することを可能にする方法を提供することによって、これらの欠点を克服する
ことにある。本発明の他の目的は、炉の頭頂部の脆化を防ぐことである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の主題は、側壁、頭頂部、端壁および少なくとも１つの気体もしくは液体燃料注
入器と組み合わされた少なくとも１つの空気注入器を含む炉中で、粉末のバッチ材料から
ガラスを調製する方法であって、該注入器の少なくとも１つが側壁中、頭頂部中または端
壁中に配置され、該方法が空気および気体もしくは液体燃料を該注入器を通して注入する
ステップを含み、そのように発生される火炎が粉末のバッチ材料がガラス浴を覆う帯域の
直ぐ近くにのみ発生される、方法である。
【００１９】
　本発明によれば、従って、空気が酸化剤として用いられる。用語「空気」は、酸素富化
されていないもの意味すると理解され、従って、８０％の窒素に約２０％の酸素を含んで
いる。
【００２０】
　本発明者らは、空気を酸化剤として用いて生成される火炎は、いくつかの予想されない
利点を兼ね備えることを可能とすることを見出した。
【００２１】
　このことは、おそらくは火炎温度が比較的低いことに因り、このような火炎が揮発性成
分のフライオフを制限することを可能にする結果となるためである。更に、特にアルカリ
金属の少ないガラスについては、精製品質に改善が見られる。このことは、このガラスは
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通常は硫酸ナトリウム、三酸化硫黄ＳＯ３を用いて精製され、次いでガラス浴に溶解する
ためである。しかしながら、アルカリ金属酸化物の少ないガラスは、この成分に低い溶解
性しか持たないので、過剰な再沸騰の危険を発生させる。精製品質を損なうこのような再
沸騰が、実際に酸素火炎が用いられた場合に観察されるが、しかしながら空気を酸化剤と
して用いた火炎が用いられた場合には起こらない。溶融雰囲気の酸素に典型的な高含水量
が、この再沸騰の原因のように思われる。
【００２２】
　本発明による方法は、また特に、しかし一意的ではないが、注入器が側壁または胸壁に
位置している場合には、頭頂部の脆化の危険を減少させることを可能とする。この利点は
、揮発性物質のフライオフの減少および燃焼雰囲気の差異の減少に由来している。
【００２３】
　空気火炎と酸素火炎との間の低い断熱火炎温度にもかかわらず、他方で、驚くべきこと
に、酸化剤の変更は生産量の重大な低下を伴わないように思われる。
【００２４】
　本発明の１つの実施態様によれば、ほとんどのエネルギーはこのような方法を用いるこ
とによってガラス浴に供給される。本発明は、更にこの方法に特に用意した、更にはオー
バーヘッドバーナーを有しない炉を使用する。
【００２５】
　しかしながら、他の方法も好ましく、そこでは注入器が過剰のエネルギー（ブースティ
ング）を炉に供給するのに用いられ、炉は少なくとも１つのオーバーヘッドバーナーを含
み、好ましくは炉には少なくとも１つのオーバーヘッドバーナーを含み、その酸化剤は空
気であり、そして少なくとも１つの復熱器または蓄熱器を含んでいる。
【００２６】
　注入器の配置の、頭頂部にか、側壁にか、または端壁にかという選択は、特に既存の炉
にブースティングエネルギーを供給することからなる方法の場合には、炉の構造に依存す
る。
【００２７】
　壁(胸壁)または端壁への配置は、頭頂部の脆化の危険性を制限することを可能にし、ま
た既に稼動中の、頭頂部の温度が他の炉の構成部品の温度よりもずっと高い炉への導入を
促進することを可能にする。
【００２８】
　本実施態様では、火炎軸と水平軸との間の角は、４０°から８０°の範囲が有利である
。胸壁または端壁の上部が傾斜していて垂直ではないものを与えることもまた可能である
。
【００２９】
　注入器の全ての形式の組み合わせも本発明の範囲に想定することができる。
【００３０】
　空気の注入と、天然ガスもしくは燃料オイルなどの気体もしくは液体燃料の注入は、従
って、少なくとも１つの概ね円筒形の、燃料用の内部導管と、内部導管と同心の空気用の
外部導管を含むバーナーを経由して行うことができる。しかしながら、燃料が単一の内部
導管によって注入される場合には、気体の流量や流速を独立して制御することが不可能と
なる。従って、燃料が気体である場合には、燃料は２つの同心の内部導管を経由して２種
の異なる圧力で注入することが好ましい。
【００３１】
　分離した注入器もまた用いることができ、燃料および気体の酸化剤は、頭頂部、端壁ま
たは側壁などの炉の異なる位置から注入することができる。そのように分離した２つの注
入器は、空気の噴流と燃料の噴流の２つの噴流が、ブランケットの直ぐ近く、従って粉末
のバッチ材料がガラス浴を覆っている帯域で出会うように制御され、この正確な場所にお
いて火炎を発生し、燃焼の場所である。空気はこのように炉の頭頂部に位置した注入器に
よって注入することが可能であり、また燃料は、炉の側壁に位置した注入器によって注入
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することができ、または逆も同様である。空気の注入器はいくつかの燃料注入器と組み合
わせることが可能であり、または逆も同様である。
【００３２】
　どんな場合でも、火炎は粉末のバッチ材料がガラス浴を覆っている（ブランケット）帯
域の直ぐ近くでのみ発生することが好ましく、これにより一方でバッチ材料への熱の移動
を最大化しながら、頭頂部または側壁の過加熱を防ぐことが可能である。火炎自身は、ブ
ランケットのほとんどを覆うようにブランケット上に広がるように制御されるのが有利で
ある。「直ぐ近く」という用語は、炉の上部からブランケットにむけて方向付けられた火
炎がブランケットの直ぐ上に位置した帯域において形成されることを意味していると理解
されなければならず、火炎によって発生されたエネルギーは従って非常に効果的にバッチ
材料へと、主として対流によって伝わる。
【００３３】
　バッチ材料への最適な熱の移動は、注入器の組み合わせの比推力が２Ｎ／ＭＷから４Ｎ
／ＭＷの範囲、特に２．６Ｎ／ＭＷから３．２Ｎ／ＭＷの範囲の場合に行われることが観
察されている。比推力は、本発明における意味としては、注入器の組み合わせの出力に関
して空気と燃料の推力（モーメンタムの率）の合計として定義される。その結果、ブラン
ケットの直ぐ近く（直ぐ上部）に単独で形成された火炎によって特徴付けられる、最適な
熱の移動が得られる。
【００３４】
　注入器を出た燃料および空気流は、レイノルズ数（Ｒｅ）が２０００を超えるという意
味で通常は層流ではない。このことにもかかわらず、比推力が適切に制御されている限り
、２つの噴流の反応物の混合は観察されない。
【００３５】
　追加の空気の導入が、多段燃焼を起こすようになされることが有利である可能性がある
。
【００３６】
　本発明によるプロセスの好ましい実施態様では、そしてまたバッチ材料への熱の移動を
更に改善するために、酸化剤として用いられる空気は、炉に入る前に、少なくとも５００
℃まで予熱される。
【００３７】
　燃料の流量は、好ましくは５０Ｓｍ３／ｈから３００Ｓｍ３／ｈの範囲であり、注入器
の組み合わせのそれぞれの出力は、０．５ＭＷから３ＭＷの範囲である。
【００３８】
　気体または液体燃料および空気は、化学量論比で導入することができる。その他の条件
、不足当量の、従って、減少させた（不十分な空気）条件が、しかしながら場合によって
は好ましい。これは例えば、高レドックス（０．３を超えて、更に０．５を超える）を有
するガラスが望ましい場合であり、レドックスは、鉄の総量に対する還元された形（第一
鉄）でガラス中に存在する鉄の量によって定義される。
【００３９】
　上記に示したように、本発明の方法は、アルカリ金属酸化物または酸化ホウ素などの揮
発性物質を含むガラスの調製に最大限の利点を有している。本発明の方法は、従って、好
ましくは、酸化ホウ素を３質量％を超えて、更に４質量％を超えて、および／またはアル
カリ金属酸化物を１２質量％を超えて、更に１５質量％を超えて含む化学組成のガラスを
製造するために用いられる。
【００４０】
　本発明による方法は、従って、断熱繊維および遮音繊維用のガラスの有利な調製を意図
しており、その組成物は以下の成分を、質量パーセントで表し、下記に明示した限度で含
んでいる。
ＳｉＯ２　　　　　　　　　　４５～７５％、
Ａｌ２Ｏ３　　　　　　　　　　０～１０％、
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ＣａＯ　　　　　　　　　　　０～１５％、
ＭｇＯ　　　　　　　　　　　０～１５％、
Ｎａ２Ｏ　　　　　　　　　　１２～２０％、
Ｋ２Ｏ　　　　　　　　　　　　０～１０％、
Ｂ２Ｏ３　　　　　　　　　　　３～１０％、
Ｆｅ２Ｏ３　　　　　　　　　　０～５％、および
Ｐ２Ｏ５　　　　　　　　　　　０～３％。
【００４１】
　本発明の方法はまた、アルカリ金属酸化物が少ないガラスの製造に特に適用され、特に
アルカリ金属酸化物を２質量％未満、更に１質量％未満、更には０．５質量％未満含むガ
ラスの製造に適用される。
【００４２】
　この種のガラスの中でＬＣＤ（液晶ディスプレー）用の基材として用いることのできる
ガラスがあり、その組成物は以下の成分を、質量パーセントで表し、下記に明示した限度
で含んでいる。
ＳｉＯ２　　　　　　　　　　５８～７６％、
Ｂ２Ｏ３　　　　　　　　　　　３～１８％、特に５～１６％
Ａｌ２Ｏ３　　　　　　　　　　４～２２％、
ＭｇＯ　　　　　　　　　　　０～８％、
ＣａＯ　　　　　　　　　　　１～１２％、
ＳｒＯ　　　　　　　　　　　０～５％、および
ＢａＯ　　　　　　　　　　　０～３％。
【００４３】
　このガラスは、このように酸化ホウ素の存在とアルカリ金属酸化物の低含有量を組み合
わせており、それが本発明の方法を特にその調製に適したものにしている。
【００４４】
　本発明の他の主題は、側壁、端壁および側壁もしくは端壁中に配置された少なくとも１
つのバーナーを含む炉中で、粉末のバッチ材料からガラスを調製する方法であって、該方
法が酸化剤および気体もしくは液体燃料を、上記の少なくとも１つのバーナーを通してま
たはこれと組み合わせて注入するステップを含み、粉末のバッチ材料がガラス浴を覆う帯
域の直ぐ近くで火炎が発生される、方法である。
【００４５】
　酸素バーナーまたは空気バーナーのどちらでも、バーナーを側壁および／または端壁中
に配置することは、従って頭頂部の劣化の危険性を減少させるという利点を有している。
【００４６】
　本発明を説明するが、しかしながら制限するものではない、以下の例となる実施態様お
よび図面を読むことによってより、本発明はよく理解されるであろう。
【００４７】
　図１および２は、本発明による方法を実施するのに用いられる炉の長手方向の断面を図
式的に表している。
【００４８】
　図３は、実験的に得られた曲線を表しており、バッチ材料に伝えられた仕事率と比推力
との間に観察された変化を表している。
【００４９】
　図４は、バーナーテストの間に撮られた写真を示している。
【００５０】
　図１は、バーナーを頭頂部に設置した実施態様を図示しており、一方で、図２に図示さ
れた実施態様では、バーナーは端壁に設置されている。
【００５１】
　両方のケースにおいて、炉は耐火材で建てられており、床面１、端壁２および頭頂部３
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を含んでいる。オーバーヘッドバーナー４は「クロスファイアー」として知られる配置で
設置されており、従って側壁５または胸壁上に設置されている。図式的に空気に影響を与
える４つのオーバーヘッドバーナー４が示されており、他の４つのバーナー（図示されて
いない）が他の側壁上に向かい合って位置している。一般的な原則として、この種の工業
的な炉は、６から８対のオーバーヘッドバーナーを含んでいる。通常の運転状況では、１
つの同じ壁上のバーナーだけが同時に運転され、放射された燃焼ガスは反対側の壁の蓄熱
器中に置かれた耐火性の多層構造を再加熱する。約２０分間のサイクルの後で、これらの
バーナーは機能を停止し、そして反対側の壁のバーナーが作動し、酸化剤として用いられ
る空気はちょうど再加熱された蓄熱器の耐火材の多層構造を廻って循環する際に予熱され
る。これらのオーバーヘッドバーナー４の火炎は、ガラス浴６の表面７に平行に展開する
。
【００５２】
　粉末のバッチ材料は、バッチ原料投入機（示されていない）を経由して導入され、そし
てガラス浴６の表面上にブランケット８を形成する。
【００５３】
　図１に示してあるのは、バーナー９の形で頭頂部に設置された注入器の組み合わせであ
る。このバーナー９は２つの同心の円筒を含んでおり、内部の円筒は燃料を注入するよう
に意図されており、この場合には燃料は天然ガスまたはメタン（ＣＨ４）であり、外部の
円筒はそれ自体で空気を注入するように意図されている。
【００５４】
　２つの流れは、ガラス浴６の表面７と概ね垂直に、帯域１０へと非層流で流れ、次いで
ブランケット８と接触して反応し、火炎１１を形成し、そこが空気と天然ガスの間の燃焼
反応の場所である。
【００５５】
　図２では、バーナーは端壁２に配置されており、水平軸と約４５°の角度を形成してい
る。火炎１４がブランケット８の直ぐ近くに発生している。
【００５６】
　火炎１１は種々の現象を通じて溶融行動を促進させることを可能にする。ブランケット
への熱伝達のより大きな効率は、明らかにこの溶融動力学の増大に貢献する。火炎１１の
推力は、更に、ガラス浴６の対流による流れを修正し、そして粉末のバッチ材料をガラス
浴６中へ浸透させて、それがその溶融速度と溶解速度を増大させる。ブランケットの近く
において燃焼を生み出すバーナーがなければ、ブランケットは反応することなしに、より
長く浮かんでいることができ、そして更に、ガラス浴６のより大きな面積を覆うことがで
き、オーバーヘッドバーナーからガラス浴への熱の移動を減少させる。
【００５７】
　図示されていないが変形としては、バーナーは胸壁５、特にその上部に配置されており
、火炎１１がブランケットの直ぐ近くに発生するように適切な角度を形成している。
【００５８】
　図３は、バッチ材料に伝えられた仕事率と比推力との間の関係を示す曲線を表している
。
【００５９】
　この関係は、炉の頭頂部に配置されたバーナーで実施された以下の試験で観察された。
これらの試験の間、バーナーの比推力は注入速度を修正することにより変更された。
【００６０】
　バーナーの比推力は、ｘ軸上に示されており、ｙ軸はバッチ材料に伝えられた仕事率に
関連付けられている（任意単位、最大仕事率を１００％としている）。
【００６１】
　この曲線は、約３Ｎ／ＭＷの比推力値がブランケットに伝えられる最大の仕事率に相関
することを示しており、そして従って、火炎がブランケットの直ぐ近くにだけ発生する場
合に相関する。
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【００６２】
　図４はバーナーの比推力が３Ｎ／ＭＷに等しい場合を正確に図示している。写真におい
て、頭頂部に配置されたバーナーの先端とブランケットとを識別することが可能である。
火炎はブランケットの直ぐ近くでのみ発生しており、そしてブランケットの上に広がり、
その出力の主要部分を対流の力により伝達する。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
　（原文記載なし）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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